
佐井寺西土地区画整理事業に係る土質調査業務（その 7） 

特記仕様書 

 

１ 適用範囲 

  本特記仕様書は、吹田市が実施する「佐井寺西土地区画整理事業に係る土質

調査業務（その 7）」に関して必要な事項を定めるとともに、受託者が履行し

なければならない事項を定めたものである。なお、本特記仕様書に定めのない

事項は、「土質・地質調査業務仕様書」（吹田市土木部）に準拠するものとする。 

 

２ 業務目的 

  佐井寺西土地区画整理事業で整備する擁壁等の設計条件を取得するため、

土質調査を行うもの。 

 

３ 履行期間 

  本業務の履行期間は、契約締結の日から令和 7 年 2 月 28 日までとする

が、現場作業は令和 6 年 12 月末までを想定している。 

 

４ 調査深度及び試験項目について 

（1）ボーリング位置、深度及び数量 

現地におけるボーリング位置・深度は、調査職員と調整のうえ決定する。

なお、事業の進捗に伴い、数量の増減があることに留意すること。 

（2）仮設及び掘進 

  地権者所有地で作業を行うため、周辺環境等に配慮し作業すること。特に

騒音及び作業終了後の清掃作業に留意すること。 

（3）サウンディング、原位置試験及び室内土質試験 

  出現した土質に対して、調査箇所に計画している擁壁等の設計に必要な試

験を、調査職員と確認すること。 

（4）埋設物調査 

  埋設物調査の位置については、調査職員と協議のうえ決定する。また、調査

結果については測量を実施し、その位置及び高さを記録した図面を作成するこ

と。 

 



５ 成果品 

本業務の納入成果品は以下のとおりとする。なお、過年度の調査結果を反

映させた内容で提出すること。 

（1） 業務報告書 2 部 

（2） 報告書等の電子データ１式 

（3） 協議記録簿 1 式 

（4） その他、業務上作成した図面及び資料１式 

 

６ 疑義 

  本仕様書に記載のない事項や疑義、実施数量の変更等が生じた場合は、速

やかに協議を行い 決定するものとする。 

 


